
                                 

 

  美郷町共同学校事務室よりお役立ち情報をお届けします 
                                

🔹みさと文庫 第 1回の回覧終了🔹  
第 1 回目の回覧が終了しました。第 2 回の回覧に向けて

準備中です。第 2 回は北義務購入分→西郷義務、南学園購

入分→北義務、西郷義務購入分→南学園の予定です。 

🔹ＩＣＴを活用しての学習支援🔹 
10 月 5 日と 12 月 5 日に西郷義務教育学校の 4 年生の授

業に入らせてもらい、ロイロノートを活用した「福祉」の学

習支援を行いました。 

 
この前、休日を利用して南郷の温泉に浸かってきました。と

てもよかったのでご紹介します！！ 

♨山霧温泉 

ｐＨ 8.7 

温度 37.1 度 

 
温泉が弱アルカリ性のため、お湯に浸かっている時は肌がぬ

るぬるします。また温度も 37.1 度と低温なのでのぼせるこ

となく温泉を堪能することができます。 
温泉に入った後は施設内にあるレストランや休息所で休憩す

ることもでき、仕事で疲れた体を癒すにはもってこいなので 

ぜひ行ってみてください！ 

   ◆１２月の給与明細書を御確認ください！！◆ 
 １２月給与明細書をご覧になられましたか？例年より給与が多いと感じた方も多いので 

はないでしょうか…実は、人事委員会勧告に基づく給与改定が実施されたからなんです！ 

月例給、特別給ともに引き上げ 

○月例給の引き上げ改正 

 →民間給与との格差（３，５２８円、１．０１％）等を考慮し人事院勧告に準じて給  

 料表を改定。月例給は若年層を重点に改定され、令和５年４月１日に遡って給与引き上げ    

  が行われます。全職員が対象。４月からの増額改定分の差額が１２月給与で支給されます。 

  〇特別給の引き上げ改正 

   →支給月数を現行の４．４０月分から４．５０月分に改定。増額分は１２月期の勤勉手当 

  ０．１０月分を反映させます。令和６年分は６月期と１２月期の勤勉手当に振り分けて 

  改定されます。   

    

 

 

   

また、月例給が令和５年４月１日に遡って引き上げられるため、令和５年６月期・１２月   

期の特別給算定の給料月額も変更になり、１２月給与で差額が支給されます。 

もっと詳しく知りたいという方は、南部教育事務所管内ブロック事務だよりや、宮崎県の

  ホームページもチェックしてみてくださいね！ 

                   令和５年１２月２５日発行 発行者 美郷町共同学校事務室 

 ６月期 １２月期 

R５期末手当 １．２５月分（支給済） １．２５月分（改定なし） 

R５勤勉手当 ０．９５月分（支給済） １．０５月分（０．１０

月分引き上げ）→差額分

は１２月給与で支給 
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